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派遣労働者雇用安定化特別奨励金　　チェックシート

対象労働者を、期間の定めのない労働契約または６か月以上の期間の定めのある労働契約
（更新明示あり）で雇い入れた。

対象労働者に対し、労働者派遣の終了の日までの間に労働契約の申込みを行った。

対象労働者を雇入れ、就業を開始する日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して
１か月以内であった。

雇用保険の適用事業主である。

派遣先事業所その他派遣就業場所ごとの同一の業務について、６か月を超える期間継続して
労働者派遣の役務の提供を受けており、その業務に従事していた派遣労働者を雇い入れた。

対象労働者に関して、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金、及び特定求職者
雇用開発助成金など他の助成金を受給していない。

※　１つでも「いいえ」があれば、本奨励金の対象とはなりません。

雇入れ日の前日から起算して６か月前の日から申請書提出日までの間に、自社で雇用する
労働者を、解雇等事業主都合により離職させていない。

雇入れ日の前日から起算して６か月前の日から申請書提出日までの間に、特定受給資格者と
なる離職理由で、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の６％に相当する数（発生数が
３人以下である場合を除く）を超えて離職させていない。

すでに自ら雇用しようとしている労働者について、その雇入れを遅らせた上で、その者を
派遣労働者として受け入れた（派遣元事業主から派遣させた）ものではない。

雇入れ事業所において、成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料
が納付されている。

対象労働者を雇入れた日の前日から起算して３年前の日から雇入れ日までの間において、
対象労働者を雇用したことがない。

事業所において必要な労働関係帳簿（出勤簿、タイムカード、労働者名簿、派遣就業に係る
労働者派遣契約書など）を整備し、並びに派遣先管理台帳を記載・保存している事業主で
ある。


